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▶総　説◀

1 ～ 2 回日本の医療関係者と共に訪問、そのマネ
ジメントが医療技術進歩と共に進化する様子を観
察し続けてきた。そして、米国のIHNの事業構造
やガバナンスの考え方が特殊なものではなく医療
制度が異なる他の先進諸国にも類似の事業体が存
在すること、わが国にも存在することを繰り返し
伝えてきた。筆者の予想どおり、山本理事長が聖
隷福祉事業団の沿革、成長の歴史、提供している
ケアサービス構成、ガバナンス体制等をセンタラ
ヘルスケアの首脳陣に説明した時の先方の最初の
コメントは、「聖隷福祉事業団とセンタラヘルス
ケアはほとんど同じ」であった。
成立が延期されたものの、社会福祉法改正法律

案は原案どおり2016年の国会で可決されると思わ
れる。そのタイトルは「社会福祉法等の一部を改
正する法律案」となっているが、“一部”の改正
ではなく社会福祉行政の構造を変える大改正であ
る。その概要については2015年 3 月の学会で解説
したとおりであるが、中でも重要なポイントは、
余裕財産があると判断された社会福祉法人に社会
福祉充実計画の策定と実行を義務付けること、約
2万の社会福祉法人の財務諸表の全国データベー
スを構築することの 2つである。
本稿では、このうち全国データベース構築に伴

う課題と意義についてまず論じることとしたい。
なぜなら、安倍政権の指示により厚生労働省が
2013年度財務諸表を収集分析したはずであるが、
2015年11月時点で未だその結果が明らかにされて

1 ．はじめに
筆者は、2015年 3 月22日の「長岡医療と福祉の
里学会」で「医療・福祉法人改革について」とい
うテーマで講演する機会を頂戴した。これは、
2015年の第189回国会に提出された医療法、国民
健康保険法、社会福祉法等の改正法律案の重要論
点を解説するものであった。ご承知のとおり、そ
の後医療法と国民健康保険法の改正は成立したも
のの、第189回国会が安保法案審議で時間切れと
なったため、社会福祉法改正は2016年に先送りさ
れることとなった。
一方、筆者は講演内容の論点を詳細に解説した
本「医療・介護改革の深層」を 7月に㈱日本医療
企画より出版した。また、この本の冒頭インタ
ビューに登場して頂いた社会福祉法人聖隷福祉事
業団の理事長山本敏博氏を 7月初めに米国バージ
ニア州のセンタラヘルスケアにお連れしトップ会
談に同席する機会に恵まれた。センタラヘルスケ
アは、2013年の「老年問題研究（Vol.27）」に寄
稿した中で紹介したとおり、米国内に約500存在
するIHN（Integrated Healthcare Network）と
略称される大規模非営利地域包括ケア事業体の中
で最も経営能力が高いと評価されている組織であ
る。
筆者は、センタラヘルスケアに2002年以来毎年
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いない。その理由として、社会福祉法人が所轄庁
に提出している財務諸表のデータに問題があり一
部の法人の集計しかできない、といった事情があ
る模様である。そこで筆者は、全国社会福祉法人
経営者協議会のWEBサイトで公開されている情
報を使って集計分析を開始した。

2 ．社福の財務諸表開示の状況と分析中間
報告
その作業内容は、同協議会WEBサイトの法人
情報画面から財務諸表を情報開示しているとされ
る法人を特定し貸借対照表と事業活動収支計算書
を入手、法人情報画面に記載されている事業内容
別に事業活動収入、利益率（経常収支差額÷事業
活動収入）、総資産、金融資産（現預金＋投資有
価証券＋積立金）、借入金を集計するというもの
である。事業内容の分類は、高齢専業、保育専業、
障害専業、児童専業または児童・保育兼営、高
齢・保育兼営、高齢・障害兼営、障害・児童・保
育兼営または障害・児童兼営または障害・保育兼
営、その他の 8種類を設定した。これにより事業
内容別の利益率、金融資産保有状況の特徴が明ら
かになるからである。
この作業を開始してすぐに気付いたことは、社
会福祉法人側の情報開示に対する姿勢が未だ不十
分だという点である。社会福祉法人が約 2万ある
中で全国社会福祉法人経営者協議会に加盟してい
る法人数は2015年11月11日時点で7,032法人であ
る。同協議会によれば、このうち情報開示してい
る法人数は5,867である。これらの法人が自らの
WEBサイト上で財務諸表を公開している背景に
は、2013年 6 月14日の閣議で社会福祉法人に情報
開示をさせることが決定されたことに基づき厚生
労働省が通知を出したという経緯がある。その結
果、上記5,867法人の大部分が2013年度の財務諸
表をWEBサイトで開示している。しかし、筆者
の作業の対象である2014年度財務諸表をきちんと
開示している社会福祉法人は5,867法人のうち約
3分の 2にすぎない。残りの法人は、2014年度資
料を全く開示していない、金融資産残高が示され

ていない簡易版貸借対照表、事業活動収支計算書
の開示がない、現況報告書のみの開示で財務諸表
原本の開示がない、財務諸表のデータそのものに
疑義があり集計に使えない、という事業体であ
る。さらに問題だったのは、情報開示していない
法人の財務諸表を入手すべく所轄庁に情報公開制
度に基づき申請したところ、「各法人がWEBサイ
トで公開しているはずだから情報公開制度の適用
対象外になった」と言って断られたことである。
所轄庁は、社福が情報公開しているかどうかを確
認していないのだ。
したがって、社会福祉法改正法律案に財務諸表

開示の義務化と全国データベース構築が盛り込ま
れた意義は非常に大きい。1951年に社会福祉法人
制度が創られてから毎年所轄庁に財務諸表が提出
されていながら、60年間以上一度も社会福祉法人
全体の財務データの集計分析が行われたことがな
い。その結果、巨額の公費が投入され続けていな
がら社会福祉法人の市場規模すら未だ誰も知らな
いのである。全国データベースができれば社会福
祉法人の事業構造と資金過不足が業界全体のみな
らず個別法人ベースでも明らかになり、少子高齢
化が加速する中で高まる福祉ニーズに対してより
的確な政策を打てるようになるはずである。
図表①、②、③が筆者の作業の速報であり、以

下の点が指摘できる。
（ 1）　新潟県、東京都、北海道における社会福祉
法人の平均利益率（経常収支差額÷事業活動収
入）は、各々3.4％、2.0％、2.5％と高すぎず低
すぎずという水準にある。

（ 2）　障害者施設専業の社会福祉法人の平均利益
率が顕著に高い。新潟県と北海道の場合、「障
児保or障児or障保」の社会福祉法人の平均利益
率も障害者施設専業と同レベルに高い。さら
に、図表②東京都のデータが示すとおり、利益
率が30％を超える法人がある一方で赤字経営で
頑張っている法人もあり経営姿勢に大きな格差
があることが見てとれる。

（ 3）　社会保障審議会福祉部会などで業界側が
「内部留保のほとんどは固定資産になっており

02総説_松山id8.indd   202総説_松山id8.indd   2 2016/02/03   16:542016/02/03   16:54
プロセスシアンプロセスシアンプロセスマゼンタプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスイエロープロセスブラックプロセスブラック



第29巻

－3－

図表①　新潟県の社会福祉法人の財務データ（2014年度決算）

事業活動収入
億円

利益率
％

総資産
億円

金融資産
億円

借入金
億円

高齢専業 31 330 3.4 846 219 116

保育専業 3 3.9 5.2 6.7 1.8 0.3

障害専業 14 100 7.7 252 62 7

児童専業or児童保育 1 16 ▲2.9 42 6 1

高齢保育 3 27 2.5 62 10 24

高齢障害 20 419 3.1 941 190 201

長岡福祉協会 128 2.3 275 27 133

長岡福祉協会以外 291 3.4 666 164 68

障児保or障児or障保 1 3.4 6.9 5.4 3.5 0

その他 15 313 2.7 737 121 136

合計 88 1,213 3.4 2.893 614 486

（注）数字は集計対象法人数。障児保＝障害、児童、保育を兼営する法人。障児＝障害、児童を兼営する法人。
障保＝障害、保育を兼営する法人。
（出所）全国社会福祉法人経営者協議会ホームページで提供されている法人リストから各法人のホームページに
アクセスし収集した貸借対照表と事業活動収支計算書から筆者が作成。

図表②　東京都の社会福祉法人の財務データ（2014年度決算）

事業活動収入
億円

利益率
％

総資産
億円

金融資産
億円

借入金
億円

高齢専業 35 506 2.0 1,275 261 146

保育専業 9 48 4.9 83 34 4.8

障害専業 13 176 5.2 333 124 21

共働学舎 8.2 30.6 40 20 0.5

東京コロニー 58 ▲0.0 77 33 6

日本キリスト教奉仕団 18 ▲5.1 38 6.7 3.6

上記以外 92 8.2 178 63 11

児童専業or児童保育 6 25 1.3 65 29 1.5

高齢保育 8 135 1.3 271 64 26

高齢障害 10 213 3.0 528 89 58

障児保or障児or障保 2 28 ▲0.1 32 5.8 3.2

その他 29 1,191 1.4 2,063 514 291

合計 112 2,321 2.0 4,650 1,121 552

（注）と（出所）は図表①に同じ
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現預金として残っていない」と繰り返し主張し
てきたが、総資産に対する金融資産の割合は新
潟県、東京都、北海道のいずれにおいても平均
で20％超である。障害者施設専業の場合、金融
資産から借入金を差し引いた純金融資産の総資
産割合が20％超である。中には年間事業活動収
入を上回る純金融資産を持つ法人もある。

（ 4）　「児童専業or児童保育」の社会福祉法人は
利益率が相対的に低く財源支援が必要。

（ 5）　新潟県と東京都の場合、保育所専業社会福
祉法人の利益率が5.2％、4.9％と高い。
なお、筆者は、2015年 8 月～10月の期間、福岡
市役所の依頼で「福岡市保育所運営補助のあり方
検討委員会」の委員を務めた。同委員会は、子供
支援政策の一環として国からの保育所補助金が増
額されることに伴い福岡市がこれまで独自に拠出
してきた補助金の見直しを検討するために開催さ
れたものである。筆者が非常に驚き違和感を抱い
たのは、意見陳述した保育所経営社会福祉法人団
体幹部が、補助金をもらうことが自分たちの権利
であるかのように市当局を強く非難し、「市の補
助金が削減されれば保育士給与を引き下げざるを
えない」と繰り返し主張したことである。
福岡市内で保育所を経営する社会福祉法人の業

績は2013年度実績で収入237億円、経常収支差額
7.7億円、同利益率3.3％、金融資産残高89億円で
ある。拙著「医療・介護改革の深層」に記したと
おり、保育所経営社会福祉法人は経常収支差額を
超える補助金を得ており、保育所事業の経常収支
差額の源泉は100％税金である。したがって、累
積した金融資産の源泉も100％税金である。福岡
市が保育所経営社会福祉法人に独自に拠出してい
る補助金約 5億円全額が削減されても黒字は維持
できる。しかも、国からの補助金増額により実際
にはその 5 億円がなくなっても増収なのであり、
給与財源は増える。にもかかわらず「市の補助金
削減は保育士の給与カットにつながる」と主張し
市議会への働きかけまで行っていたのである。し
かし、同委員会では社会福祉法人側の主張を疑問
視する意見が大勢を占め、傍聴していたマスコミ
も社会福祉法改正の背景まで理解して頂いた様子
で非常に有意義な委員会となった。その議事録と
答申は福岡市WEBサイトで公開されているので、
ご高覧頂ければ幸いである。

3 ．日本が直面する不都合な真実の再確認
筆者は、2013年の「老年問題研究（Vol.27）」
に寄稿した中で「日本が直面する不都合な真実」

事業活動収入
億円

利益率
％

総資産
億円

金融資産
億円

借入金
億円

高齢専業 63 318 1.4 787 139 175

保育専業 7 15 1.0 23 4.0 4.9

障害専業 26 178 6.0 346 117 17

児童専業or児童保育 7 25 1.3 52 13 2.2

高齢保育 7 87 3.1 193 36 42

高齢障害 40 532 3.1 1,133 214 257

障児保or障児or障保 9 161 8.3 318 82 22

その他 23 973 0.9 1,655 462 370

北海道社会福祉事業協会 239 ▲5.2 322 34 215

同協会以外 734 2.8 1,333 428 155

合計 182 2,289 2.5 4,507 1,067 890

図表③　北海道の社会福祉法人の財務データ（2014年度決算）

（注）と（出所）は図表①に同じ
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と題して、わが国の財政危機の深刻度と診療報
酬、介護報酬のプラス改定が今後期待できない理
由を解説した。その後、医療改革や高齢化対応策
に関する国際学会等で海外の研究者との意見交換
を通じて、日本の近未来を説明するのに最も役立
つデータが従属人口割合指数であることを気付か
された。
従属人口割合指数は、分子を14歳以下人口と65
歳以上人口の合計とし、分母を彼らの生活を支え
る15歳から64歳の人口とすることで算出される。
同指数が低いほどその国の経済と社会制度の環境
変化対応力が高いことを意味する。図表④のとお
り、バブル経済が破綻する直前の1990年時点では
日本の同指数は先進諸国の中で最も低く、わが国
は最も競争優位な位置にあった。しかし、その後
の「失われた20年」の間に日本の指数だけが急上
昇、2013年時点で節目の60を突き抜け62となっ
た。問題はその後である。日本の同指数が将来ど
うなるかは、国立社会保障・人口問題研究所が作
成した将来推計人口によりほぼ100％の確率で予
測できる。わが国の同指数は、2050年に94と100
に近づくのである。これは、勤労者一人で子供・
老人一人を養わなければならない社会になるとい
うことである。
したがって、現在の年金制度や医療・介護制度
のように負担・給付のバランスが高齢者に有利な

仕組みは維持できるはずがない。しかも図表⑤の
とおり、わが国の一般政府債務残高（国と地方自
治体の債務残高合計）のGDPに対する割合は未
曽有の高さにある。安倍政権が消費税率を 8％か
ら10％に引き上げる時期を2015年10月から2017年
4 月に延期、名目経済成長率も依然低迷している
ことから、同割合の将来予測が上にシフトした。
これに加えて、医療介護事業体にとって不利な

データが明らかになった。図表⑥のとおり、
OECD（経済協力開発機構）の定義による医療費
（介護費を一部含む）のGDP比で見て、わが国が
「医療費が割高に国」になっていることが判明し
たのである。医療介護業界は、OECD34カ国の中
でわが国の同データが平均より低いことを根拠に
医療介護分野への公費追加投入を主張してきた。
しかし、OECDの2015年11月現在改訂版データ
ベースによれば、わが国の同データは2005年時点
でOECD平均の8.1％に追いつき、2013年時点で
はOECD平均8.9％を大きく上回る10.2％になって
いたのである。
また、筆者は2015年 7 月 1 日現在で認定を受け

ている社会医療法人249の2014年度財務諸表を収
集分析する作業も行っている。その途中経過であ
るが、社会医療法人全体の平均経常利益率は2013
年度3.8％から2014年度3.0％に低下したものの適
正レベルに留まっている。2014年 4 月の消費税率

図表④　従属人口割合指数の国際比較 図表⑤　一般政府債務残高のGDPに対する割合
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引き上げによる損税（仕入れが課税である一方で
診療報酬が非課税であることから発生するコス
ト）負担増加により医療界から経営危機が叫ばれ
始めているが、損税を含めて考えても診療報酬が
全体として低すぎることはないのである。以上を
総合勘案すると、2016年 4 月の診療報酬改定はマ
イナス改定となる可能性が高いように思われる。

4 ．地域医療連携推進法人が的外れである
理由
厚生労働省が進める改革の柱は、医療介護福祉
の財源と提供体制のマネジメントの権限と責任を
国から都道府県にシフトさせること、地域包括ケ
アの仕組みを全国津々浦々に構築することの 2点
にある。このうち前者に関しては、都道府県に医
療介護福祉制度運営の専門人材がいないため2020
年頃まで相当な混乱が予想される。図表⑦のとお
り、医療介護費がGDPに占める割合は都道府県
別に見ると大きな格差がある。同割合が高い道県
ほどその制度運営が上手くいかなければ自らの財
政難に拍車をかけることになる。しかし、国全体
の財政危機が近未来に本格化する中、医療介護福
祉制度を効率化し存続可能な形に変革するには都
道府県単位のマネジメントに移行するしかないと

筆者も考えている。医療介護福祉制度運営は非常
に高度でやりがいのある仕事なので、自治体職員
がチャレンジする意義も大きい。
後者の地域包括ケアの仕組みの具体例として、

地域医療連携推進法人が法定された。図表⑧は厚
生労働省が作成したイメージ図である。図の右側
のとおり、現在ライバル関係にある医療法人同士
が連携することを前提に、その本部機能を担う組
織として地域医療連携推進法人を一般社団法人の
経営形態で設置するというものである。これは、
筆者が2014年の「老年問題研究（Vol.28）」に掲
載して頂いた論文「社会福祉法人改革の方向性と
課題」で言及した非営利ホールディングカンパ
ニーと全く異なる代物である。
非営利ホールディングカンパニーの議論の発端

は、筆者が10年以上主張してきた政策提言にあ
る。その目的は、設置者の私有財産ではない事業
体、具体的には国公立病院、社会医療法人、社会
福祉法人等を人口100万人単位の地域毎にグルー
プ化しセーフティネット事業体の経営を効率化、
安定化することにあった。しかし、社会保障制度
改革国民会議と産業競争力会議が「持分あり医療
法人（設置者の私有財産）の地域グループ化」に
議論をすり替えて厚生労働省に医療法改正を指示

図表⑥　OECDの定義による医療費のGDP比（%）

2005 2010 2011 2012 2013

米国 14.6 16.4 16.4 16.4 16.4

オランダ 9.5 10.4 10.5 11.0 11.1

ドイツ 10.3 11.0 10.7 10.8 11.0

フランス 10.2 10.8 10.7 10.8 10.9

カナダ 9.1 10.6 10.3 10.2 10.2

日本 8.1 9.5 10.0 10.1 10.2

OECD平均 8.1 8.8 8.8 8.9 8.9

スペイン 7.7 9.0 9.1 9.0 8.8

オーストラリア 8.0 8.5 8.6 8.8 -

イタリア 8.4 8.9 8.8 8.8 8.8

英国 7.4 8.9 8.8 8.8 8.8

（出所）2015年11月10日時点のOECD公開データベースより筆者作成
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したために、地域医療連携推進法人という政策と
して無意味な仕組みが創設されたのである。
実際、これを検討した厚生労働省の医療法人の
事業展開等に関する検討会でも最後まで医療団体
委員から地域医療連携推進法人創設に疑問の声が
あがっていた。また、非営利ホールディングカン

パニー＝株式会社を束ねる持株会社」と思い込ん
だ稚拙な議論が繰り返された。彼らには、非営利
ホールディングカンパニーの求心力の源泉がそこ
に参加する医療経営者たちの信頼関係にあり資金
関係で結びつくのではない、ということが理解で
きないのである。中には、「社会保障審議会で言

（出所）各都道府県のWEBサイトに公表されている県民経済計算と厚生労働省が公
表している都道府県別医療費、介護費用統計より筆者作成

高知 18.2 島根 13.7 広島 11.9 群馬 10.3

長崎 15.6 大分 13.5 福島 11.6 富山 10.3

鳥取 15.3 徳島 13.3 石川 11.4 大阪 10.2

奈良 15.2 山形 13.2 長野 11.0 神奈川 10.0

鹿児島 15.1 福岡 13.0 京都 10.9 栃木 9.4

熊本 15.0 青森 13.0 岐阜 10.9 三重 9.3

佐賀 14.7 和歌山 12.7 新潟 10.8 静岡 8.9

宮崎 14.2 岡山 12.3 福井 10.8 茨城 8.6

秋田 14.1 岩手 12.2 埼玉 10.8 滋賀 8.4

沖縄 14.0 兵庫 12.1 宮城 10.7 愛知 7.6

北海道 13.9 香川 12.0 山梨 10.5 東京 5.6

愛媛 13.7 山口 11.9 千葉 10.4 全国 10.1

図表⑦　都道府県別に見た医療介護費がGDPに占める割合（2012年度）
～都道府県別データの単純合計と全国統計の誤差補正後～　〈％〉

図表⑧　厚生労働省が提示した地域医療連携推進法人のイメージ図

（出所）平成27年 1 月30日に開催された「第 9回 医療法人の事業展開等に関する検討
会」に厚生労働省が提出した資料より抜粋
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われている、地域に密着した医療を充実させると
いう考え方と、産業競争力会議等で言われている
ような、あるいはここでの説明もあったかと思い
ますが、アメリカのIHNみたいなものを想定した
ような理念は、全く相容れないものではないか
…」と地域包括ケアの仕組みとしてIHNが不適切
という批判をする委員もいた。しかし、本稿冒頭
で記したとおり、IHNの代表例あるセンタラヘル
スケアと聖隷福祉事業団は類似点が多い。また、
図表⑨のとおり、同一医療圏内で多数の持分あり
医療法人が競合、国公立病院も税金で重複過剰投
資競争を行っているわが国の仕組みよりIHNの方
がセーフティネット事業体として優れている。ま
た、オーストラリアは州立病院を核にわが国の地
方独立行政法人のような経営形態でIHNを構築し
ている。筆者の知る限りでは厚生労働省もこの事
実関係を理解しており、地域医療連携推進法人を
国公立病院を核に創ることを考えている様子であ
る。その詳細については、拙著「医療・介護改革
の深層」をご高覧頂ければ幸いである。

5 ．おわりに
このように2015年に成立した医療改革関連法と

2016年に成立が見込まれる社会福祉法改正によ
り、医療介護福祉制度の構造が大きく変わるはず
である。その構造変化の中で社会福祉法人財務諸
表の全国データベースが完成すれば、国民から見
て長岡福祉協会のような“良い社福”と経営資源
をフル活用していない実態営利の“悪い社福”の
区別がより明らかになる。筆者は、“良い社福”
と“悪い社福”の区別が鮮明になった時点で今回
の法改正の目的を徹底するための本格的な社会福
祉基礎構造改革を求める世論が沸き起こると予想
している。
現在の社会福祉制度には今回の改正法律案の対

象になっていない問題が多々残されている。例え
ば、児童養護施設の児童は18歳になった時点で原
則退去しなければならない。つまり、児童養護施
設を強制卒業させられる児童たちは、大学や専門
学校に行って自らが目指す仕事の基礎を築く機会
を与えられることなく独り立ちを要求されている
のである。これでは、児童養護施設の使命の自己
否定である。社会福祉制度が「貧困を理由とした

地域包括ケアとしての
評価判定基準

日本
持分あり医療法人が競合、国
公立病院もバラバラ経営

米国
人口50万人～数百万人の広域
医療圏毎にIHNが複数存在し
ブランド競争

（ 1）地域医療圏内の重複投
資を回避するメカニズム × ○

（ 2）独立開業医に医療設備
使用を認めるオープン方式 × ○

（ 3）情報共有による地域
チーム医療推進とデータ
ベース構築

× ○

（ 4）予防事業へのインセン
ティブ × ○

（ 5）経営者報酬の御手盛り
禁止 × ○

（注）IHN＝ Integrated Healthcare Network 統合ヘルスケアネットワーク
（出所）筆者作成

図表⑨　地域医療提供体制の日米比較
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教育格差の負の連鎖を生み出している」と批判さ
れても仕方がない。そのため筆者は、厚生労働省
の「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」や
「社会保障審議会福祉部会」で、児童養護施設卒
業者の高等教育費用を社会福祉法人全体で拠出す
る仕組みを創設することを提案したが、社会福祉
法人関連団体の委員たちは無反応に終始した。そ
こで、拙著「医療・介護改革の深層」の中にこの

問題提起を再度目立つように記した。すると拙著
の効果かどうかは不明だが、本稿執筆中の10月31
日の朝日新聞に厚生労働省の有識者委員会で児童
養護施設の保護対象者年齢引き上げを検討すると
の記事が出た。筆者としては、単に保護対象者年
齢引き上げにとどまらず、児童養護施設在籍者が
国立大学に合格した場合授業料免除まで踏み込む
ことを提案したい。
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